
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：生活排水……し尿と日常生活に伴って排出される台所、風呂、洗濯などからの 

排水を指します。 

注 2：生活雑排水…生活排水のうち、し尿以外の排水（台所、風呂、洗濯などからの 

排水）を指します。 

   注 3：浄化槽汚泥…汚水を処理する過程で発生する有機物の塊のことで、浄化槽の清 

掃時に引き出されます。 

   注４：脱水汚泥……し尿や浄化槽汚泥を脱水機で脱水して塊状となった汚泥のこと 

を指します。 
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図 生活排水処理体系図 


